
 

筑後市交通安全協会だより  平成２９年３月２８日作成 

１ 平成２８年(１月～１２月)中の交通事故の発生状況をお知らせします。（ ）前年同期比です 

 筑後市 高齢者 筑後署管内 高齢者 福岡県下 高齢者 

発生件数 ３８７(－４４) １２６ ７２７(－５０) ２５７ ３７３０８(－２４２６) １０８８０ 

死  者 ０（－３） ０ ０(－３) ０ １４３(－９) ７８(－１３) 

昨年は人身事故の発生が減少し、筑後市では死亡事故もありませんでした。 

筑後市の人身事故発生状況（交番別です）    自転車事故・小学生事 

交番名 発生件数 交番名   筑後市 筑後署管内 

熊野 １２６(－１) 古川 １１(－６) 自転車 ３４(－２１) ６９（－２６） 

羽犬塚駅前 １９２(－１０) 船小屋 ２７(－７)    

水田 ２２(－１５) 間々田 ９（－５） 小学生 ９(－２０) ２５(－１７) 

合計３８７件（－４４件） なお、負傷者５２２人（－１８人） 

２ 筑後警察署管内平成２８年中の飲酒運転 

(1) 物件事故３件 人身事故なし 検挙件数２６件 合計２９件 

内、２２件が高濃度アルコール(０．２５ミリグラム)以上の違反者 

      飲酒運転件数２９件中 

       逮捕１２件 切符処理１３件 同乗罪等書類送致４件 

※ 条例で定めた市民による通報による検挙が１１件 

(2) 筑後市での飲酒運転状況は 

筑後市内での発生は２９件中２０件で、その内、筑後市居住者は１１人でした。    

３ 法律の改正（２９年３月１２日からスタートです）  

 (1) 高齢運転者(７５歳以上)対策として法律が変わります。 

   ・ ３年に１回の免許更新をする人  

○ 更新時の「認知機能検査」で専門医の診断が義務づけられる範囲の拡大 

○ 「認知機能検査」の結果により、高齢者講習の時間が延長 

・ 規定の交通違反をした人 

        ○ 臨時に「認知機能検査」が実施 

        ○ 「臨時認知機能検査」の結果により、臨時に「高齢者講習」が実施 

(2) 準中型免許の新設 

これまで普通免許では車両総重量５トン未満の車しか運転ができなかったのが、18 歳から 

準中型免許が取得でき、総重量 7.5 トン未満の車「保冷車等」が運転できるようになりまし

た。～運転前に車検証で十分確認して運転するように（無免許・無資格運転）になります～ 

詳しいことは警察や免許試験場・筑後自動車学校、それに当協会事務局に問い合わせて下さ

い。 ～当協会は筑後警察署東隣に位置し、筑後市の皆様の入会費で支えられています～ 



高齢運転者(７５歳以上)対策として法律が変わります。（２９年３月１２日からスタートです） 

３年に１回の免許更新をする人(免許の有効期限がＨ２９．９．１１．までの方は旧法の高齢者講習となります） 

今まで通り６か月前に案内通知がきますので、 

自動車学校か筑後試験場で更新時の認知機能検査を受ける（約３０分から１時間）費用６５０円 

そこで ・認知症のおそれがある人は 

臨時適正検査（医師の診断か主治医などの診断書の提出）を１ヶ月以内に受診 

              診断の結果、認知症の人は免許取消か停止処分の対象 

・認知機能低下のおそれある人と臨時適正検査で医師の診断の結果、認知症ではない人は 

自動車学校か試験場で 

高齢者講習(３時間)を受け更新手続き（講習料金７５５０円) 

・問題ない人 

         高齢者講習（２時間）を受け更新手続（講習料金４６５０円） 

交通違反をした人（速度違反を除いた１８の違反で一時停止やわき見運転などほとんどの違反です） 

通知がきますので１ヵ月以内に筑後か筑豊の試験場で臨時認知機能検査を受ける 

そこで・認知症のおそれがある人は臨時適正検査（医師の診断か主治医等の診断書の提出） 

              診断の結果、認知症の人は免許取消か停止処分の対象 

・認知機能低下のおそれある人と臨時適正検査で医師の診断の結果、認知症ではない人は    

     再度通知がきますので、１ヶ月以内に試験場で 

臨時高齢者講習(２時間)を受けて運転継続（講習料金５６５０円） 

・問題ない人 

          講習なし 運転継続 

 

準中型免許の新設 

これまで普通免許では車両総重量５トン未満の車しか運転ができなかったが、18 歳から準中型免許が取得でき、

総重量 7.5トン未満の車「保冷車等」が運転できるようになりました。  

普通免許と中型免許の間に準中型免許が新設されます 

準中型免許は車両総重量７．５トン最大積載量４．５トンまで乗車できます。 

３月１２日以前に普通免許を取った人は、従来の車両総重量５トン未満最大積載量３トン未満の車を運転できます 

３月１２日以降普通免許を取った人は車両総重量３．５トン未満最大積載量２トン未満の車しか運転できません 

運転する人もさせる人も運転前に車検証で十分確認して運転するように（無免許・無資格運転になります） 

 

平成２８年中の交通事故発生状況 

 筑後市 筑後署管内 福岡県下 

発生件数 ３８７(－４４) ７２７(－５０) ３７３０８(－２４２６) 

死者 ０（－３） ０(－３) １４３(－９) 

当協会は筑後市の皆様の善意で活動している団体です。免許更新等の際の入会金は当協会の活動費となりま

す。 

当協会は筑後警察署や筑後市等と協力し、交通安全活動を行っています。 

分からないことがありましたら、筑後警察署東側 筑後市交通安全協会（５３－７５９９）に連絡下さい。 


